
 

 

 

 

 

「野生生物と社会」学会 青年部会 グリーンフォーラム運営規定 

 

 

（役員の職務） 

第１条 「野生生物と社会」学会青年部会「グリーンフォーラム」（以下「部会」という。）

における役員の職務は以下のとおりとする。 

(1) 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。 

(2) 副部会長は部会長を補佐する。部会長がやむをえない事情により職務を遂行できない場 

合、副部会長がその職務を代行する。 

(3) 幹事は役員会を構成し、本規約及び総会の議決に基づき、本部会の業務を執行する。 

(4) 事務局長は事務局を代表し、部会長を補佐して会務を運営する。 

 

（役員の選任等） 

第２条 役員の選任は以下のとおり行う。 

(1) 役員は、部会員であって「野生生物と社会」学会（以下「学会」という。）の役員以外の

者から選任する。 

(2) 役員は、部会総会において部会員の互選により選出する。選挙に関する規定は別に定め

る｡ 

(3) 部会長および副部会長は役員会において互選により選出する。 

(4) 部会長は、役員会の承認を得た上で、分野別構成を考慮して幹事を追加することができ 

る。 

(5) 事務局長は役員会において部会員より選出し、部会長が委嘱する。 

(6) 事務局長は幹事を兼任することができる。 

(7) 死亡その他の事由により役員が欠員となった場合、本条に従い新たな役員の選任を行 

う。 

 

（役員の任期） 

第３条 役員の任期は以下のとおりとする。 

(1) すべての役員の任期は、役員の選出を行った部会総会から 2 年とし、再任を妨げない。 

ただし、部会長の再選は二期までとする。 

(2) 前条第７号の規定により新たに選任された役員の任期は、前任者の残任期間とし、前号 

の規定は適用されない。 

(3) 役員は、辞任又は任期終了後においても、後任者の就任まで職務を継続しなければなら

ない。 

(4) 前条第４号の規定により追加された役員の任期はこれを推薦した部会長と共に終任す 

る。 

 



 

 

 

 

 

（部会総会） 

第４条 部会総会は、原則として学会の大会の会期中に開催する。 

2 部会総会の召集に当たっては、部会長は原則として 1 ヶ月前までに部会員に開催を通知

しなければならない。 

3 部会総会においては部会長が議長となる。 

4 部会総会における決議は以下のとおり行う。 

(1) 部会総会の議決は、本規定に別段の定めがある場合を除き、出席した部会員の過半数を

もって決する。可否同数のときは、部会長がこれを決する。 

(2) 部会総会に出席しない部会員は、書面等により他の部会員にその議決権の行使を委任す

ることができる。 

(3) 前項の意思表示がなく総会に欠席した部会員は、部会長に議決を委任したものとみな 

す。 

 

（役員会） 

第５条 役員会は、部会の活動に関し、次の事項を議決する。 

(1) 部会総会に付議すべき事項 

(2) 部会総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3) その他部会総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

2 役員会は原則として学会の大会の会期中に開催する。 

3 役員会における決議は、前条第４項の規定を準用する。この場合において、「総会」及び

「部会員」とあるのは、それぞれ「役員会」及び「役員」と読み替えるものとする。 

4 役員会は、「メール理事会実施規約」第１条から第４条までに準じ、電子メール等を利用

して審議を行うことができる。この場合において、「ＭＬ理事会」「理事」「会長」「副会長」

「学会」及び「会員」とあるのは、それぞれ「ＭＬ理事会」「幹事」「部会長」「副部会長」

「部会」及び「部会員」と読み替えるものとする。 

5 本部会の活動を円滑にするため、役員会に以下の体制をおく。 

(1) 部会長は役員会の承認を経て、役員会に特定の会務を担当するワーキンググループ(以

下、WGとする)を設置することができる。 

(2) 各 WG には代表責任者を 1 人置く。代表責任者は担当会務の進行状況について、報告 

義務を負う。 

6 役員会の解散は役員会及び部会総会の 3分の 2以上の賛成をもって決定する。 

 

（会計） 

第６条  

1 会計の責任者は事務局長とする。 

2 事務局長は、財産の出納を管理すると共に、毎年度 4 月に前年度の予算報告及び事業報

告並びに新年度の予算要求案及び事業計画を作成し、役員会の承認を得た上で部会長に提



 

 

 

 

 

出する。 

3 会計に関する証拠書類の保存期間は、当該文書を作成し、又は取得した日の属する年度の

翌年度の初日から起算して 5年間とする。 

 

（個人情報） 

第７条 部会員の個人情報の取扱いについて、学会の定めた『「野生生物と社会学会」個人情

報保護方針』に従うものとする。 

 

（規定の改廃） 

第８条 本規定を改廃するには、部会総会において出席した部会員の 3分の 2以上の賛成を

得なければならない。また、改正する場合の内容は、学会会則との整合性を図るため、学会

理事会の承認を求めるものとする。 

 

附則 

（役員選挙） 

第１条 事務局長が選挙管理委員長になり、若干名の委員を指名して選挙管理委員会を構成

する｡ 

第２条 役員の選出は、立候補者を公募し、その中から役員改選の当年度の部会総会におい

て部会員による投票で実施する。ただし、立候補者が 15名に満たない場合、投票を行わず

立候補者の承認のみを行うものとする。投票は無記名連記とする。 

第３条 選挙管理委員会は選挙期日の 30 日前までに部会員に公示し、次期役員の立候補者 

を公募する。 

第４条 選挙管理委員会は選挙期日の 15 日前までに次期役員の立候補者を部会員に対して

公示する。 

第５条 投票は高得票者から 15 名を順次当選とする。得票数が同数の場合には、高年齢の 

者を優先して役員とする。 

（会計処理規程） 

第１条 謝金及び宿泊費等の支払い規定については、別途青年部会のマニュアル内に定める。 

 

平成 18 年 11 月 24 日施行 

本運営規定は、平成 26年 11月 1日の青年部会総会決議により改定する。 

本運営規定は、令和 5年 12月 1日の青年部会総会決議により改定する。 


